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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月3日(2019.6.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのモータジェネレータのモータトルクと、エンジンのエンジントルクと
を、動力伝達機構を介して駆動軸に出力するハイブリッド車両の制御装置であって、
　前記モータジェネレータおよび前記エンジンを制御する制御部を備え、
　前記制御部は、前記エンジンのエンジン回転速度が低下して第１の所定値以下になった
場合に、前記モータトルクにより前記エンジンを停止させるように前記モータジェネレー
タを制御することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
【請求項２】
　前記第１の所定値は、前記エンジンが共振する前記エンジン回転速度の領域である共振
領域の上限値よりも大きい値であることを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド車両
の制御装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記モータジェネレータが前記モータトルクを発生せず、かつ、前記エンジントルクに
より前記エンジン回転速度を自律的に調整するエンジン自律制御を実行可能であり、
　前記エンジン自律制御の実行中に、前記エンジン回転速度が低下して前記第１の所定値
よりも大きい第２の所定値以下になった場合に、前記エンジン自律制御を禁止することを
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特徴とする請求項２に記載のハイブリッド車両の制御装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記エンジン自律制御を禁止する場合、前記モータトルクにより前記エ
ンジン回転速度を上昇させるように前記モータジェネレータを制御することを特徴とする
請求項３に記載のハイブリッド車両の制御装置。
【請求項５】
　シフト位置を検出するシフト位置検出部を備え、
　前記制御部は、前記シフト位置がＰレンジまたはＮレンジであることが前記シフト位置
検出部により検出されており、かつ、前記エンジン回転速度が低下して前記第２の所定値
以下となった場合に、前記エンジン自律制御を禁止することを特徴とする請求項３または
請求項４に記載のハイブリッド車両の制御装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記シフト位置がＲレンジであることが前記シフト位置検出部により検
出されており、かつ、前記エンジン回転速度が上昇して前記共振領域の下限値よりも小さ
い値である第３の所定値以上になった場合、前記モータトルクにより前記エンジン回転速
度を低下させるように前記モータジェネレータを制御することを特徴とする請求項５に記
載のハイブリッド車両の制御装置。
【請求項７】
　少なくとも１つのモータジェネレータのモータトルクとエンジンのエンジントルクとを
、動力伝達機構を介して駆動軸に出力するハイブリッド車両の制御装置であって、
　前記モータジェネレータおよび前記エンジンを制御する制御部を備え、
　前記制御部は、前記エンジンのエンジン回転速度が低下して第１の所定値以下になった
場合に、前記エンジンが停止した状態で前記モータトルクにより走行するＥＶ走行モード
に走行モードを変更することを特徴とするハイブリッド車両の制御装置。
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